
■  平成２３年度南部町立保育園 園児募集 ■ 

 

 

■  ほっと❤コンサート開催！！  ■ 

芸術、文化の秋が迫ってきました！音楽の楽しさ、素晴らしさを十分に味わっていただけるよう毎年開催して

いる「ほっと❤コンサート」を今年度も下記日程で開催します。 

 今回のゲスト演奏者は、南部町出身の大西瑞香さん。全国的に有名な琴演奏者である大西さんの演奏もお楽し

みに！ 入場は無料ですので、みなさん是非ご来場ください！ 

【日時・場所】平成２２年１１月１３日（土） 13:30～16:00（予定）・南部中学校体育館 

【出  演】町内小中学生、公民館コーラスクラブ、尺八・筝曲クラブ 等 

【問い合わせ先】ほっと❤コンサート実行委員会  

教育委員会事務局 公民館・社会教育室内 担当：谷本、新井（℡６４－３７８２，３７８７） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

■  味噌加工利用申し込み・製造斡旋について ■ 

 自家用味噌の加工を１２月から始めますので、希望される方は、下記の申込書でお申し込み下さい。 

 また、味噌の委託製造を希望される方も同じ申込書に記入をして下さい。 

【期間・場所】１２月～４月・めぐみの里（阿賀）、大豆加工所（法勝寺）、えぷろん（市山）の各加工施設 

【料 金】利用料 出来上がり１㎏当り ７５円    実費斡旋します 大豆・塩・麹菌・ナイロン袋 

【申込先】 めぐみの里・大豆加工所： 役場天萬庁舎（産業課）または 法勝寺庁舎（建設課） 

      えぷろん：あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘） 

【申込期限・その他】平成２２年１１月１２日（金）・使用月日については、後日通知いたします。 

※必ず申込書を提出下さい。電話での申し込みは受付けません。 

【問い合わせ先】産業課（天萬庁舎）担当：瀬尾（℡ ６４－３７８３）   

                                                   

加 工 施 設 利 用 申 込 書（自家用・委託製造希望） 

※希望するところに○をして下さい（大豆の斡旋希望者は、必ず数量を記入して下さい） 

住 所 南部町             

氏 名  電 話 ― 

米 

          

㎏ 大 豆 
持  参       ㎏ 

斡旋希望       ㎏ 

希 望 月  12月   1月   2月   3月   4月   （いつでもよい） 

希望する 

施設名（自家用） 

 
法勝寺大豆加工所 

 
めぐみの里 

 
えぷろん 

委託製造希望 

グループ名 
 めぐみの里（みそっ娘グループ）  えぷろん（加工グループえぷろん） 

 

 

 

■  個人で米を販売する場合には、出荷記録が必要となりました  ■ 

（米トレーサビリティ法：平成２２年１０月１日より施行） 

これにより問題が発生した場合の流通ルートの速やかな特定と回収が出来る様になります。つきましては、米の

販売を個人・団体でされている方を対象に下記のとおり説明会を行います。又、袋詰め精米等の表示方法につい

ての説明も併せて行いますので、希望される方はお申し込みください。 

【日時・場所】平成２２年１１月１１日（木）午後１時３０分～・プラザ西伯「大会議室」 

【講 師・申込先】鳥取県農政事務所職員・南部町役場産業課（天萬庁舎）（℡６４－３７８３） 

  

 

 

 

平成２３年４月１日入園の保育園児を募集します。 

【申 込 期 間】 平成２２年１０月２０日（水）～１１月３０日（火）まで 

【対 象 児 童】 平成２３年４月１日現在で、満６か月～小学校就学前の乳幼児で、保護者と共に南部町内に在住

し、保護者が働いていたり、病気などの理由で家庭での保育が受けられない児童 

※ 「下の子どもの保育に手がかかるため」「同年代の友だちと遊ばせたい」等の理由で入園する

ことはできません。 

※ 同居の親族の方が児童の保育に当たることができる場合は対象から除かれます。 

【申込書配布・受付】 町民生活課窓口で申込書の配布を行います。必要事項を記入して、お申込期間内に町民生活課窓

口（法勝寺庁舎・天萬庁舎）へお申込ください。 

【保 育 料】 保護者の前年度所得税額または町県民税に応じて算定します。 

【保 育 園 一 覧】 

保育園名 所在地・連絡先 開園時間 受入年齢 土曜午後保育 定員 

さくら保育園 
天萬 1444-1 

℡64-2065 

平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～18:30 

1歳～ 

小学校就学前 
○ 90人 

ひまわり保育園 
市山 746-1 

℡64-2824 

平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～12:30 

生後 6か月～ 

小学校就学前 
× 60人 

すみれ保育園 
法勝寺 576 

℡66-2040 

平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～18:30 

1歳～ 

小学校就学前 
○ 120人 

つくし保育園 
阿賀 869-3 

℡66-2143 

平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～12:30 

生後 6か月～ 

小学校就学前 
× 120人 

※ 一つの保育園に入園希望が集中した場合、他の保育園にまわっていただくことがありますので、ご了承ください。 

【問い合わせ先】 町民生活課（法勝寺庁舎） 担当：前田（℡６６－３１１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ササユリの栽培に関する説明会の開催のお知らせ ■ 

南部町バイオ生産組合では、南部町の特産品としてササユリを育てたいとの思いから、ササユリの栽培に取り

組んできました。これまでの栽培実績を紹介し、今後多くのみなさんにササユリへの興味・関心を持って栽培に

取り組んでいただきたいと思い、下記日程にて説明会を開催します。ササユリとはどんなものなのか～家庭でも

できるササユリの栽培方法までをご紹介致します。ぜひお越しください。 

【日時・場所】平成２２年１０月３０日（土）午後３時から午後５時・南部町公民館 あいみ分館（南部町天萬） 

【説 明 内 容】・ササユリとはどのようなものか・・・・・・・・・・とっとり花回廊 足立仁志 

    ・家庭でできるササユリの栽培方法・・・・・・・・・米子農業改良普及所 中村博行 

         ・南部町バイオ施設を活用したササユリの栽培方法・・バイオ生産組合 遠藤典男 

【主催・後援】南部町バイオ生産組合（ササユリ部会）・南部町産業課 

【問い合わせ先】産業課（天萬庁舎）（℡６４－３７８３） 

 
■ ２０１１年版鳥取県民手帳を販売しています ■  

鳥取県に関する様々な情報が掲載された鳥取県民手帳を販売しています。 

【価格・色・サイズ】１冊６００円・ブラック、ワインレッドの２種・縦１４㎝×横８㎝ 

【販売場所】企画政策課（法勝寺庁舎）町民生活課（天萬庁舎） 

【問い合わせ先】企画政策課（℡６６－３１１３） 



 

平成 22 年１０月２０日発行 

南部町行政だより 第８８号 

企画政策課 http://www.town.nanbu.tottori.jp 

mail to / kikaku@town.nanbu.tottori.jp 

 

情報なんぶ 
 

■  鳥取県戦没者慰霊祭について ■ 

平成２２年度鳥取県戦没者慰霊祭が下記日程で行なわれます。ご遺族の方はご参列ください。 

【日時・場所】平成２２年１０月２９日（金）午前１０時３０分から・米子市文化ホール（米子市末広町２９３） 

※当日は下記運行表のとおりバスでの送迎を予定しています。西伯地区の方でバスの送迎を希望される方は、１０

月２６日(火)までに町民生活課環境衛生室（電話 ６４－３７８１）へ連絡をお願いします。 

また、会見地区の方については、会見地区遺族会へ連絡をお願いします。 

バス運行表   行き  法勝寺庁舎出発 → 天萬庁舎出発 → 文化ホール 

                ９：３０     ９：５０    １０：１０ 

          帰り  文化ホール出発 → 天萬庁舎出発 → 法勝寺庁舎 

１３：５０    １４：１０    １４：３０ 

 

 

 

 

■ 公営住宅入居者の募集について ■ 

団 地 名 募集戸数 建築年度 構  造 部屋数 家 賃 月 額 

越敷野団地２号 １ Ｈ１１ 木造２階建 ３ＬＤＫ 20,000円 

法勝寺団地１０４号 １ Ｈ１３ 木造平屋建 ２ＤＫ 18,600円～36,500円 

法勝寺団地１１５号 １ Ｈ１３ 木造２階建 ３ＤＫ 21,000円～31,200円 

馬場団地１４号 １ Ｓ４９ 簡易耐火平屋 ２ＤＫ 5,600円～8,400円 

【入居者の資格】それぞれの団地によって違いますので建設課までお問い合わせください。 

【申込受付期間・場所】平成２２年１０月２２日（金）～平成２２年１１月５日（金）・建設課(法勝寺庁舎） 

【申込に必要な書類】住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、住宅困窮証明書（越敷野団地は不要） 

※住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。 

【入居選考方法】書類を審査し、入居決定者に通知します。 

※申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡します｡ 

【入居可能予定日】平成２２年１１月２６日（金）     

【申込・問い合わせ先】建設課（法勝寺庁舎） 担当：畑岡（℡６６－３１１５） 

 

 

■ 女性特有のがん検診推進事業（子宮頸がん検診と乳がん検診）について  ■ 

この事業は、女性特有のがん検診受診率向上の施策として、ふしめ年齢の女性を対象に、子宮頸がん検診と乳が

ん検診を無料で受けていただくもので、４月末に対象の方に｢無料クーポン券｣と「検診手帳」をお配りしています。

今年度まだ受診されていない方は「無料クーポン券」を持って、指定の検診機関で受診してください。（※子宮体が

ん検診は負担金が必要です。） 

【今年度対象者】  子宮頸がん検診   21、26、31、36、41歳の方    乳がん検診   41、46、51、56、61歳の方 

【実施期間】平成２３年１月３１日まで 

【その他】１１月１８日（木）南部町公民館あいみ分館で集団検診があり、子宮・乳がん検診が受けられます。 

      その他の医療機関については、検診手帳４９～５０ページをご覧ください。また、上記の対象以外で

受診を希望される方は受診票と検診料をお持ちいただき、指定医療機関で受診してください。 

【問い合わせ先】健康福祉課（すこやか）（℡６６－５５２４） 

■  暮らしなんでも相談 開催のお知らせ ■ 

社会保険労務士・弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などの専門家が無料で相談に応じます。 

【日時・場所】平成２２年１０月３０日（土）午前１０時～午後４時（受付は午後３時まで）・米子産業体育館 

【問い合わせ先】鳥取県社会保険労務士会（℡０８５７－２６－０８３５） 

■ 児童扶養手当の申請はお済ですか？ ■ 

父母の離婚、死別などで子どもを監護・養育しているひとり親家庭の父親にも８月から児童扶養手当が支給され

るようになりました。手当の受給のためには申請し、認定されることが必要です。支給要件に該当している方は忘

れずに申請してください。 ※手当額は子どもの人数や所得によって決定されます。 

【申請窓口・問い合わせ先】 町民生活課 子育て支援室（法勝寺庁舎） 担当：加納（℡６６－３１１６） 

 ■ １１月は児童虐待防止月間です ■ 

『見すごすな 幼い子どもの SOS』を標語として１１月１日（月）から３０日（火）までの 1ヶ月間、児童

虐待防止推進月間が全国において実施されます。 

南部町でも広報・啓発活動の取り組みを集中的に実施することにより、この運動をとおして家庭や学校、

地域など社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得るよう取り組みます。 

   虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときやご自身が出産や子育てに 

悩んだときは米子児童相談所や南部町の窓口に連絡してください。 

【連絡先】米子児童相談所(℡３３－１４７１) 

 町民生活課子育て支援室（法勝寺庁舎）(℡６６―３１１６) 

 

 

 

 

 

■  こどもの健康のためのお知らせ・子育てサークル １１月の予定  ■ 

今月からこどもの健康のためのお知らせと子育てサークルの予定は、広報なんぶに掲載しています。 

■  介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

【期 間・場 所】１１月１９日(毎月第３金曜日)午前１０時～・健康管理センターすこやか(申し込み不要) 

【問 い 合 わ せ 先】健康福祉課（すこやか）担当:頼田（℡６６－５５２４） 

 

■  インフルエンザ予防接種費用の助成について ■ 

～今年のインフルエンザワクチンは、混合（季節性＋新型）ワクチンです～ 

【対 象】６５歳以上の方  １０月下旬にお届けする「受診券」と「予診票」を持って接種を受けてください。 

     ６４歳以下の方 ・助成対象者が決定次第（１０月下旬予定）、該当の方に負担券をお届けします。 

             ・負担券が届くまでに接種する方へ 

              負担券が届いてから、健康福祉課で助成分について請求ください。 

              請求に必要なもの（領収書、予防接種済書、負担券、印鑑、振込口座の通帳） 

           ※インフルエンザ予防接種料は医療機関毎に設定されていますので、ご留意ください。 

【問い合わせ先】健康福祉課（すこやか）（℡６６－５５２４） 

■ 個人管理を行われている浄化槽の適正な管理をお願いします ■ 

浄化槽の管理が不十分な場合、汚れたまま汚水等が川などへ流れ出てしまい、悪臭や河川などの水質悪化の原因

になります。個人で管理されている方は浄化槽法に基づき適正な管理をお願いします。 

定期的に必要な管理作業等 

① 保守点検（年３～４回以上）県知事登録の保守点検業者に依頼） 

② 清掃（年１回以上、市町村長許可の清掃業者に依頼） 

③ 定期検査（年１回、指定検査機関・（財）鳥取県保健事業団に依頼 ℡３９－３２８８） 

※個人管理の合併浄化槽については地域により管理を役場に委託することが出来ます。 

【問い合わせ先】上下水道課（法勝寺庁舎） 担当：吉村（℡６６－４８０７） 

 

 

 

【申請窓口・問い合わせ先】 町民生活課 子育て支援室（法勝寺庁舎） 担当：加納（℡６６－３１１６） 

 


